
アジェンダ21に掲げら
れている優先的行動
分野

１．持続可能な開発
２．持続可能なライフスタ
　　イルの実現
３．居住環境の改善
４．資源の効率的な利用
５．地球や地域の資産の
　　利用と保全
６．化学物質や廃棄物の
　　管理
７．人々の参加と責任

天然資源
・大気
・海洋
・淡水
・土地
・生物多様性

越境影響

推進力
・価値システム及びライフスタイル
・人口（都市、農村）
・社会経済システム
・知識

生産
 ・エネルギー
 ・農業
 ・水供給
 ・工業
 ・サービス
 ・運輸
 ・林業
 ・漁業
 ・鉱業

消費
 ・レベル
 ・資源
 ・食糧
 ・エネルギー
 ・水
 ・原料
 ・その他の
　 サービス

環境影響
・天然資源ストックの減少
・土地の劣化及び汚染
・生態系のもろさの増大
・大気、水及び海洋の汚染
・有毒、有害及び固形廃棄物の発生
・生物多様性の減少
・生命維持システムの脅威

福祉
・現在及び未来の世代の福祉

アジェンダ21実施のため
の主要な方策

１．資金源及びメカニズム
２．科学協力及び技術移転
３．国際経済及び関連する国
　　内政策
４．国の対処能力（NGOなど）
　　の向上
５．意思決定における環境と
　　開発との統合
６．主要グループ（NGOなど）
　　の役割の強化
７．国際的な機構の整備及び
　　地域機関の活用や創設
８．国際的な法的手段及びメ
　　カニズム
９．意思決定のための情報の
　　充実
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